
亀山市公告第８３号 

予防接種法（昭和２３年法律第６８号）第５条第１項の規定による予防接種を行うの

で、予防接種法施行令（昭和２３年政令第１９７号）第５条の規定により次のとおり公

告する。 

令和５年１０月６日 

亀山市長 櫻 井 義 之 

 

１ 予防接種の種類及び対象者の範囲 

種類 対象者 

高齢者インフルエンザ １ 満６５歳以上の者 

２ 満６０歳以上６５歳未満の者のうち、心臓、腎臓、

呼吸器又は免疫疾患による身体障害者手帳１級の者 

 備考 

 （１）接種時において亀山市に住民登録がない者は、対象者としない。 

 （２）この公告により実施する予防接種は、対象者が自らの意思で当該予防接種を希

望していることが認められる場合に限り行うことができる。なお、対象者の意思

の確認が容易でない場合は、家族又はかかりつけ医の協力を得て、その意思を確

認するものとする。 

２ 予防接種を行う期間 

令和５年１０月１日から令和６年３月３１日まで 

３ 予防接種を行う場所 

医療機関 所在地 電話番号 
あのだクリニック 亀山市阿野田町１６７５番地２ ０５９５－８３

－１１８１ 
伊東医院 亀山市野村三丁目１９番３１号 ０５９５－８２

－０４０５ 
落合小児科医院 亀山市東台町１番１７号 ０５９５－８２

－０１２１ 
かつき内科 亀山市東町一丁目２番１９号２ ０５９５－８４

－５８５８ 
亀山医院 亀山市本町三丁目１０番５号 ０５９５－８２

－００１５ 
亀山回生病院 亀山市東御幸町２３２番地 ０５９５－８４

－０３００ 



亀山市立医療センター 亀山市亀田町４６６番地１ ０５９５－８３

－０９９０ 
亀山腎・泌尿器科クリニック 亀山市栄町１４８８番地２１５ ０５９５－８３

－００７７ 
川口整形外科 亀山市野村四丁目４番１９号 ０５９５－８２

－８７２１ 
こばやし内科・呼吸器内科ク

リニック 
亀山市亀田町３８０番地４ ０５９５－８３

－２１２１ 
さかえ整形外科 亀山市栄町１４８８番地１７ ０５９５－９７

－３３３５ 
せきクリニック 亀山市関町新所１１２５番地 ０５９５－９６

－２２２０ 
高橋内科クリニック 亀山市栄町１４８８番地３１４ ０５９５－８４

－３３７７ 
田中内科医院 亀山市天神二丁目３番６号 ０５９５－８２

－０７５５ 
田中病院 亀山市西丸町５３９番地 ０５９５－８２

－１３３５ 
谷口内科 亀山市みどり町２６番地１ ０５９５－８２

－８７１０ 
豊田クリニック 亀山市南野町４番地１５ ０５９５－８２

－１４３１ 
とら整形クリニック 亀山市江ヶ室二丁目４番２１号 ０５９５－８４

－１７００ 
なかむら小児科 亀山市長明寺町３０４番地 ０５９５－８４

－００１０ 
のぼのクリニック 亀山市能褒野町７９番地２２ ０５９５－８５

－３６３６ 
ハッピー胃腸クリニック 亀山市本町二丁目９番３３号 ０５９５－８２

－００１７ 
みえ呼吸嚥下リハビリクリニ

ック 
亀山市アイリス町１４番地７ ０５９５－８４

－３５３６ 
みえ在宅医療クリニック 亀山市東御幸町２１９番地６ ０５９５－８３

－１１３９ 
宮村産婦人科 亀山市本町三丁目８番７号 ０５９５－８２

－５１５１ 

４ 予防接種を受けるに当たって注意すべき事項 

（１）予防接種を受けることが適当でない者 

ア 明らかな発熱を呈している者 

イ 重篤な基礎疾患にかかっていることが明らかな者 

ウ この公告により実施する予防接種に相当する予防接種の接種液の成分によって



アナフィラキシーを呈したことが明らかな者 

エ この公告により実施する予防接種に相当する予防接種において、接種後２日以

内に発熱のみられた者及び全身性発疹等のアレルギーを疑う症状を呈したことが

ある者 

オ アからエまでに掲げる者のほか，予防接種を行うことが不適当な状態にある者 

（２）予防接種の判断を行うに際して注意を要する者 

ア 心臓血管系疾患，腎臓疾患，肝臓疾患，血系疾患等の基礎疾患を有する者 

イ 予防接種（この公告により実施する予防接種に相当する予防接種を除く。）で

接種後２日以内に発熱のみられた者及び全身性発疹等のアレルギーを疑う症状を

呈したことがある者 

ウ 過去にけいれんの既往のある者 

エ 過去に免疫不全の診断がされている者及び近親者に先天性免疫不全症の者がい

る者 

オ 間質性肺炎、気管支喘息等の呼吸器系疾患を有する者 

カ この公告により実施する予防接種に相当する予防接種の接種液の成分に対して

アレルギーを呈するおそれのある者 

（３）接種後の注意事項 

ア 接種後，接種局所の異常反応や体調の変化を訴える場合は，速やかに医師の診

察を受けること。  

イ 被接種者又は介護に当たる者等は，アの場合において，被接種者が医師の診察

を受けたときは，速やかに亀山市健康福祉部健康政策課健康づくりグループに連

絡すること。 

 


